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医療法人 誠之会 ケア・ステージ氏家利用約款 

 

（約款の目的） 

第１条 ケア・ステージ氏家（以下「当施設」という。）は、要支援又は要介護状態と認定された 

利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が  

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の 

居宅における生活への復帰を目指した介護老人保健施設サービス・短期入所療養介護・通所 

リハビリテーション・介護予防短期入所療養介護・介護予防通所リハビリテーション（以下、 

｢サービス｣という。）を提供し、一方、利用者及び利用者の身元引受人は、当施設に対し、 

そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。 

 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が利用同意書を当施設に提出したのち、令和 6年 4月 1 日以降から効力 

を有します。但し、利用者の身元引受人に扶養者に変更があった場合は新たな身元引受人の 

同意を得ることとします。 

２  利用者は､前項に定める事項の他､本約款､別紙 1、別紙2及び別紙3、別紙4において利用者

に不利な改定が行なわれない限り､初回利用時の同意書提出をもって､繰り返し当施設を 

利用することができるものとします｡ 

 

（身元引受人） 

第３条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し利用者が身元引受人を 

立てることができない相当の理由がある場合を除きます。 

① 行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。）である 

こと 

② 弁済をする資力を有すること 

２ 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額１５０万円 

の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。 

３ 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。 

① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように協力 

すること。 

② 入所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡  

した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人と別に祭祀 

主宰者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。 

４ 身元引受人が第１項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは 

他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を 

行った場合、当施設は利用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその身元引受人に代わる 

新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、第１項但書の場合はこの  

限りではありません。 

５ 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利用料金 

の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が  

到来しているものの額に関する情報を提供します。 

 

１ 



（利用者からの解除） 

第４条 利用者は、当施設に対し、意思表明をすることにより、本約款に基づく利用を解除する 

ことができます。 

  ２ 身元引受人も前項と同様に入所利用を解除することができます。但し、利用者の利益に 

反する場合は、この限りではありません。 
 

（当施設からの解除及び入院又は入所による終了） 

第５条 当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づくサービスの 

利用を解除することができるものとします。 

① 介護老人保健施設サービス利用者が要介護認定において自立又は要支援と認定され、  

且つ、介護予防短期入所療養介護、介護予防通所リハビリテーションを利用しない場合 

② 介護老人保健施設サービス利用者について当施設で定期的に実施される入所継続検討 

会議において、退所して居宅で生活ができると判断された場合 

③ 短期入所療養介護、通所リハビリテーション利用者が要介護認定において自立又は要支援

と認定され、且つ、介護予防短期入所療養介護、介護予防通所リハビリテーションを利用

しない場合 

④ 介護予防短期入所療養介護、介護予防通所リハビリテーション利用者が要介護認定に  

おいて、自立又は要介護と認定され、且つ、施設入所サービス、短期入所療要介護、通所 

リハビリテーションを利用しない場合 

⑤ 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護において利用者の居宅介護サービス計画、 

介護予防サービス計画が作成されている場合には、その計画で定められた当該利用日数を 

満了した場合 

⑥ 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションにおいて利用者の居宅サービス 

計画、介護予防サービス計画で定められた利用時間数を超える場合 

⑦ 利用者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を２か月分以上滞納し、その支払を

督促したにもかかわらず２０日間以内に支払われない場合 

⑧ 利用者又は利用者の関係者が、当施設の職員又は他の利用者等に対して窃盗、暴行、暴言、

誹謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

⑨ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させる 

ことができない場合 

  ２ 利用者が病院に入院又は他の施設に入所した場合、本約款に基づく入所利用は終了します。 
 

（利用料金） 

第６条 利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し本約款に基づくサービスの対価として、

別紙２の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用

したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は、

利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。 

２ 当施設は、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する送付先に対し、

前月料金の合計額の請求書及び明細書を原則として毎月５日までに送付し、利用者及び身元

引受人は、連帯して、当施設に対し、当該合計額を原則としてその月の１５日までに支払う

ものとします。 

３ 当施設は、利用者又は身元引受人から、１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、

利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対して領収書を発行します。 

２ 



（記録） 

第７条 当施設は、利用者のサービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後２年間

は保管します。（診療録については５年間保管します。） 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、必要な実費

を徴収の上、これに応じます。 

３ 当施設は、身元引受人が第1項の記録の閲覧、謄写を求めたときは閲覧、謄写を必要と 

する事情を確認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収の上、これに応じ 

ます。但し、利用者が身元引受人に対する閲覧、謄写に反対する意思を表示した場合その他 

利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことが 

できます。 

４ 前項は、当施設が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場合は 

適用されません。 
 

（身体の拘束等） 

第８条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。但し、自傷他害の恐れが 

ある等緊急やむを得ない場合は、施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する 

行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の  

利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。 
 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第９条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者、身元

引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報の利用目的を別紙３のとおり

定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として

次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていること  

から、情報提供を行なうこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 
 

（感染症防止への対応） 

第 10 条 当施設は、感染症又は食中毒等の発生及びまん延の防止のため、感染予防専門部会を 

１月に１回定期的に開催し、感染症対策のマニュアルを作成するとともに介護職員及び 

その他の従業者に周知徹底を図り、その予防及び発生の防止に努めます。 
 

（緊急時の対応） 

第 11 条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力

医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 当施設は、利用者に対し、当施設におけるサービスでの対応が困難な状態、又は専門的

な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 

３ 前２項のほか、サービス利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は利用者

身元引受人又は利用者もしくは身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

３ 



（虐待防止への対応） 

第 12 条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため虐待防止専門

部会を 1 月に１回定期的に開催し、虐待防止対策のマニュアルを作成するとともに介護職

員及びその他の従業者に周知徹底を図り、その予防及び発生の防止に努めます。 
 

（褥瘡防止への対応） 

第 13 条 当施設は、褥瘡の発生及び悪化防止のため、感染予防専門部会を 1 月に 1 回定期的に 

開催し、褥瘡防止対策のマニュアルを作成するとともに、職員及びその他の従業員に周知 

徹底を図り、その予防及び発生の防止に努めます。 
 

（事故発生時の対応） 

第 14 条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じ

ます。 

２ 施設医師の医学的判断により専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、

協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前２項のほか、当施設は利用者の身元引受人又は利用者もしくは身元引受人が指定する

者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

４ 事故の発生及び再発防止のため、事故防止専門部会を 1 月に 1 回定期的に開催し、事故

防止対策のマニュアルを作成します。 

５ 事故及びヒヤリハット報告書等を用いての報告・分析を通して改善策の検討を行うと 

ともに職員及びその他の従業員に周知徹底を図り、その発生及び再発の防止に努めます。 
 

（業務継続計画の策定等） 

第 15 条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービス

の継続的な提供、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２ 当施設は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期に実施し、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 
 

（要望又は苦情等の申出） 

第 16条 利用者及び身元引受人又は利用者の親族は、当施設の提供するサービスに対しての要望 

又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、管理者宛ての文書で 

所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。 
 

（賠償責任） 

第 17 条 サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った 

場合、当施設は、利用者に対して損害を賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受人

は、連帯して当施設に対してその損害を賠償するものとします。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第18条  この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、 

利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 

 

４ 



＜別紙１＞ 

ケア・ステージ氏家のご案内 

（令和６年４月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名   医療法人 誠之会
せ い しか い

 ケア・ステージ氏家 

   ・開設年月日 平成９年４月 

      ・所在地   栃木県さくら市向河原４０８４ 

   ・電話番号  ０２８(６８２)２９１２ 

・ＦＡＸ番号 ０２８(６８１)７１３３ 

      ・管理者名  松 村  啓 

      ・介護保険指定番号    介護老人保健施設（０９５２６８００１５号） 

 

（２）介護老人保健施設の目的とケア・ステージ氏家の運営方針 

    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と 

日常生活上のお世話などの介護保険施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた 

日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように 

支援すること。 

また、利用者が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう短期入所療養介護（介護予防 

短期入所療養介護）や、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）といった

サービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

いた上でご利用ください。 

   ［ケア・ステージ氏家の運営方針］ 

「施設の健全な運営に努め、明るく温かな雰囲気の中で、利用者の心身の状況等に応じた 

適切な施設療養、その他のサービスを行うことにより、地域医療・福祉に貢献する。」 

─ハードに負けないソフト作り、ケアプランに基づく職種連携のチームプレイ─ 
 

（３）施設の職員体制(必要最低員数) 
 

職 種 常勤換算 

医  師 １.１ 名 

理学・作業療法士 

言語聴覚士 
２.７ 〃 

薬剤師 ０.４ 〃 

看護職員 ９  〃 

介護職員 ２９  〃 

支援相談員 １  〃 

管理栄養士 １  〃 

介護支援専門員 １  〃 

事務職員 ２   〃 

 

 

５ 

《看護・介護職員の配置》 
看護・介護職員は、入所者３人に対し 
１人以上の割合で配置しています。 

《食事の提供》 
 管理栄養士の指導の下、栄養状態の 
管理をします。 

《夜勤体制》 
 看護・介護職員が５名～６名勤務して

います。また、夜間の急変時は氏家病

院の当直医が診察します。 
《機能訓練体制の強化》 
 理学・作業療法士、言語聴覚士は、入

所者５０人に対し１人以上の割合で

配置しています。 



（４）入所定員（短期入所、介護予防短期入所を含む） 

  ・定員  １００名（うち認知症専門棟 ５０名） 

  ・療養室  個室 １２室、２人室 ８室、４人室 １８室 
 

（５）通所定員 ４０名 
 

２．サービス内容 

 ① 施設サービス計画の立案 

 ② 短期入所療養介護計画（介護予防短期入所療養介護計画）の立案 

 ③ 通所リハビリテーション計画（介護予防通所リハビリテーション計画）の立案 

 ④ 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

   朝食  ７時４５分 

   昼食 １１時５０分 

   夕食 １８時００分 

⑤ 入浴（一般浴槽のほか、入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者 

は、週に最低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭と 

なる場合があります。） 

 ⑥ 医学的管理・看護 

 ⑦ 介護（退所時の支援も行います） 

 ⑧ リハビリテーション 

 ⑨ 相談援助サービス 

 ⑩ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 

 ⑪ 利用者が選定する特別な食事の提供 

 ⑫ 理美容サービス（原則、各階月２回実施します。） 

 ⑬ 基本時間外施設利用サービス（何らかの理由により、ご家族のお迎えが居宅介護サービス 

計画、又は介護予防サービス計画で定められた通所リハビリテーションサービス、又は介護 

予防通所リハビリテーションサービスの利用時間の終了に間に合わない場合に適用） 

 ⑭ 行政手続代行 

 ⑮ その他 

   ＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくもの 

もありますので、具体的にご相談ください。 
 

３．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合

には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・ 協力医療機関      

①医療法人 誠之会 氏家病院  （栃木県さくら市向河原４０９５番地） 

②医療法人 恵生会 黒須病院  （栃木県さくら市氏家２３６０番地） 

  ・協力歯科医療機関 

     医療法人 誠之会 氏家病院  （栃木県さくら市向河原４０９５番地） 

◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 
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４．サービス利用に当たっての留意事項 

 （１）食事 

    施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただき 

ます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身 

の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事  

内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 

（２）面会 

    介護老人保健施設サービスの利用期間中は、感染症等にご留意いただき、出来るだけ面会 

にお越しいただき、入所者を励ましていただきたいと思います。ご家族の支えがリハビリへ 

の意欲や機能回復へと繋がります。また、面会には事前にご予約いただく場合もございます。 

事務室受付に来所者票を用意してありますので、面会の際には必ず同票への記入をお願い 

致します。 

 （３）外出・外泊 

     介護老人保健施設サービスの利用期間中に外出、外泊を希望される方は、所定の用紙に 

記入し、事務室またはサービスステーションに提出してください。 

 （４）喫煙 

     施設内及び施設敷地内は、原則禁煙としております。 

 （５）所持品・備品等の持込み 

     携帯電話、テレビ、ラジオ等の使用は施設の許可が必要です。また、携帯電話については、 

施設の指示に従い、指定の場所でご利用ください。 

 （６）金銭・貴重品の管理 

   施設を利用している間は多額の現金、貴重品は持ち込まないようにお願い致します。 

ご自分で管理されていて紛失した場合は施設での責任は負いかねますので、あらかじめ 

ご承知ください。 

 （７）外泊時等の当施設外での受診 

     法令上、外出・外泊時も治療等は入所中の施設の管理です。一般の医療機関の受診には 

施設からの依頼状が必要です。外出・外泊中に身体の調子が悪くなった場合や、ケガをし 

た場合は、早めに施設にご連絡ください。 

 （８）通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション利用中の一般の医療機関への 

受診について、法令上、サービス利用時間内の治療等は利用中の施設の管理です。サービ 

ス利用当日に一般の医療機関の受診を希望する場合は、当施設のサービスをご利用の前後 

に受診してください。 

 （９）通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションサービスの利用の変更 

サービス利用予定日に利用を中止する場合は、遅くとも８：２０までに当施設へ連絡 

してください。 

 

５．非常災害対策 

  ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓、防火戸、防火シャッターが設置されて 

います。 

  ・防災訓練  年２回行っています。 
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６．禁止事項 

   当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、 

宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

７．要望及び苦情等の相談 

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談くだ 

さい。   （電話０２８－６８２－２９１２） 

要望や苦情なども、支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、１階に 

備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出頂くこともできます。 

 

８．その他 

  当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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＜別紙２＞ 

サービスのご利用について 

（令和６年４月１日現在） 

 

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申し込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．サービスの概要 

○介護老人保健施設サービス 

当施設でのサービスは、「どのような介護サービスを提供すればご家庭での生活が可能な  

状態になるか」という施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わる

あらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際ご本人・利用者の後見人、利用者

の家族、身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容について同意をいただく 

ようになります。 

《医療》 

   介護老人保健施設は、入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看護 

職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして、適切な医療・看護を行います。 

《リハビリテーション》 

   原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリハビリ 

テーション効果を期待したものです。 

《栄養管理》 

心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。 

《生活サービス》 

当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場 

に立って運営しています。 

 

○短期入所療養介護サービス、介護予防短期入所療養介護サービス 

短期入所療養介護は、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護  

サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学的管理の下における 

介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の生活の質の 

向上、ご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。 

介護予防短期入所療養介護は、要支援者もしくは、要支援の状態になるおそれのある利用者 

に対し家庭等での生活を想定し立案された介護予防サービス計画に基づき、当施設を一定期間 

ご利用いただき、廃用症候群対策としての機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の 

世話を行い、利用者の生活の質の向上、心身の機能の改善、自立支援、および家族の身体的 

及び精神的負担の軽減を図り、自立の可能性を最大限引き出すよう支援に努めます。 

このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、 

短期入所療養介護計画、又は介護予防短期入所療養介護計画が作成されますが、その際利用者・ 

利用者の後見人、利用者の家族、身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容に 

ついて同意をいただくようになります。 
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○通所リハビリテーションサービス、介護予防通所リハビリテーションサービス 

   通所リハビリテーションは、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅 

介護サービス計画に基づき理学療法、作業療法、言語聴覚療法、その他必要なリハビリテーシ 

ョンを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図るため提供されます。 

   介護予防通所リハビリテーションは、要支援者もしくは、要支援の状態になるおそれのある 

利用者に対し家庭等での生活を想定し立案された介護予防サービス計画に基づき、当施設を 

一定期間ご利用いただき、利用者の心身の機能の改善、自立支援、生活の質の向上を図り、 

自立の可能性を最大限引き出すよう支援します。 

このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる医師及び理学療法士、作業療法士  

その他専ら通所リハビリテーション、又は介護予防通所リハビリテーションの提供にあたる 

従事者の協議によって、通所リハビリテーション計画、又は介護予防通所リハビリテーション 

計画が作成されますが、その際、利用者・利用者の後見人、利用者の家族、身元引受人等の 

希望を十分に取り入れ、また、計画の内容について同意をいただくようになります。 
 

 〇令和３年度より介護サービスの評価と科学的介護の取組が推進され、更なる介護サービスの質 

の向上が図られています。そのため、当施設でも必要に応じて厚生労働省に情報を提出し、 

フィードバックを受けることでサービス質の向上を目指しています。（以下、ＬＩＦＥの活用） 
 

３．利用料金 

《介護老人保健施設サービスの利用料金》 

（１）基本料金（介護保険自己負担） 

※ 自己負担１割の金額を記載しております。自治体より発行されています『介護保険負担 

割合証』の負担割合により乗じた額をご負担いただきます。 

   ① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なり

ます。以下は１日当たりの自己負担分です。） 

   〈多床室ご利用の場合〉      〈個室ご利用の場合〉 

・要介護１   ８１５円     ・要介護１   ７３９円 

     ・要介護２   ８６５円     ・要介護２   ７８５円 

     ・要介護３   ９３０円     ・要介護３   ８５０円 

     ・要介護４   ９８３円     ・要介護４   ９０５円 

     ・要介護５  １,０３４円     ・要介護５    ９５４円 

＊上記料金には基本の施設サービス費に加え以下の料金が含まれています。 

・介護福祉士を手厚く配置し、サービス提供体制を強化しているものとして、サービス 

提供体制加算２２円。 

② 入所者の在宅復帰率、ベッド回転率、専門職の人員配置、退所後の状況確認等に指標を 

用いて在宅復帰・在宅療養機能評価を行い、在宅復帰・在宅療養支援をより進めていると  

認められた場合、上記料金に５１円加算されます。  【在宅復帰・在宅療養支援機能加算】 

③ 入所後３０日間は、初期加算として３０円加算されます。      【初期加算（Ⅰ）】 

④ 急性期医療を担う医療機関の一般病棟から入院後３０日以内に入所した場合、入所後３０ 

日間は１日６０円加算されます。ただし、上記②を算定している方は加算しません。 

【初期加算（Ⅱ）】 

⑤ 認知症専門棟入所の場合は１日７６円加算されます。        【認知症ケア加算】 
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  ⑥ 認知症に係る専門的研修を修了した職員を配置し専門的ケアの体制を整えているため、 

１日あたり３円加算されます。                 【認知症専門ケア加算】 

⑦ 医師とリハビリスタッフが共同しリハビリテーション実施計画書を作成し、同実施計画書 

 をＬＩＦＥにて厚生労働省に提出した場合１月３３円加算されます。 

                【リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ）】 

  ⑧ ⑦の実施計画書を口腔の健康状態や栄養状態に関して多職種で相互に情報共有し、計画の 

見直しを行った場合、１月５３円加算されます。ただし②を算定している場合はこの加算は 

算定しません。        【リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）】 

  ⑨ 入所後３ケ月以内は、集中的にリハビリテーションを行うため、１日あたり２００円加算 

されます。また、１月に１回、ＡＤＬ状況の評価を行い、ＬＩＦＥを活用して必要に応じ計 

画の見直しをした場合、１日５８円加算されます。【短期集中リハビリテーション実施加算】 

  ⑩ 入所後、集中的に認知症リハビリテーションを行うため、認知症状のある方は認知症短期 

集中リハビリテーション加算として１回につき１２０円加算されます。また、入所者の居宅 

を訪問し、生活環境を把握した上で認知症短期集中リハビリテーションを行った場合、週３ 

日を限度として１日１２０円を加算します。【認知症短期集中リハビリテーション実施加算】 

  ⑪ 摂食機能障害等により誤嚥が認められるため、多職種共同で経口維持計画を作成した場合、 

上記料金に１月５００円加算されます。           【口腔維持加算（Ⅰ）（Ⅱ）】 

  ⑫ 管理栄養士による栄養ケアマネジメントを実施し、ＬＩＦＥを活用し利用者の栄養状態の 

管理を行った場合１日１１円加算されます。        【栄養マネジメント強化加算】 

⑬ 入所時に医学的評価を行い自立支援に係る支援計画を作成し、少なくても３月に１回、 

ＬＩＦＥを活用し見直しを行った場合１月３００円加算されます。  【自立支援促進加算】 

⑭ 入所時に褥瘡の有無を確認し、褥瘡発生と関連リスクを評価し、ＬＩＦＥを活用すること 

で適切かつ有効に褥瘡を予防します。その後、定期的に評価・見直しを行った場合１月３円 

加算されます。また、その褥瘡が治癒した場合や結果的に施設全体で褥瘡の発生が無かった 

場合は１月１０円加算されます。               【褥瘡マネジメント加算】 

⑮ 排泄に介助が必要な方に対しＬＩＦＥを活用し支援計画を作成した場合、１月１０円加算 

されます。また、入所時と比較して排泄に係る要介護状態が改善した場合１月５円、おむつ 

使用無しに改善できた場合、１月１０円加算されます。         【排泄支援加算】 

⑯ 医師の指導の下、療養食を提供した場合、１食６円加算されます。    【療養食加算】 

⑰ 外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は①の料金に代えて1日３６２円となります。 

                                   【外泊時費用】 

⑱ 外泊中に当施設の通所リハビリテーションサービスを利用した場合、１月に６日を限度と 

して基本料金に代えて１日８００円となります。【外泊時費用（在宅サービス利用の場合）】 

  ⑲ 若年性認知症の方について個別に担当者を定め専門的ケアを行った場合（６５歳の誕生日 

の前々日まで）１日あたり１２０円加算されます。     【若年性認知症者受入加算】 

  ⑳ 厚生労働省が定める特別食を必要とする方で、他の医療機関へ転院し、嚥下調整食等の当 

施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となり、再入所後、栄養管理に関する調整を 

行った場合２００円加算されます。              【再入所時栄養連携加算】 

  ㉑ ⑳の特別食を必要とする方が退所する際、他の介護保険施設や医療機関に栄養管理に関す 

る情報を提供した場合は７０円加算されます。       【退所時栄養情報連携加算】 

  ㉒ 安全対策の外部研修を受けた担当者が配置されているため、入所時に１回限り２０円加算 

されます。                          【安全対策体制加算】 
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  ㉓ 新興感染症（厚生労働省が定める感染症（新型コロナウイルス感染症は含まない））発生 

時に、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で施設内療養を行った場合は、 

１日２４０円加算されます。                【新興感染症等施設療養費】 

  ㉔ 感染症に関する協定締結をした協力医療機関と連携を図り、感染症対策を向上する取組を 

行った場合、１月あたり１５円加算されます。     【高齢者施設等感染対応向上加算】 

 ㉕ 入所者のＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の症状その他の心身の状況等に係る基本 

的な情報を３ケ月に１回以上、厚生労働省に提出し、計画の見直し等に活用した場合１月あ 

たり４０円加算されます。加えて、疾病の状況、処方内容等に関して、同様に厚生労働省に 

提出した場合は１月あたり２０円加算されます。   【科学的介護推進体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）】 

  ㉖ 見守り機器等を導入し、入所者の安全並びに介護サービスの質の確保等を継続的に行って 

おり、ＬＩＦＥを活用して厚生労働省に提出している場合、１月あたり１０円加算されます。 

 また、その成果が確認されており、介護助手等を活用している場合は１月あたり１００円 

加算されます。                 【生産性向上推進体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）】 

㉗ 入所者またはご家族の同意を得てターミナルケアが行われた場合、下記の料金が加算され 

ます。                            【ターミナルケア加算】 

（ア）亡くなった日以前３１日以上４５日以下  １日   ７２円 

（イ）亡くなった日以前 ４日以上３０日以下  １日  １６０円 

（ウ）亡くなった日の前日、前々日       １日  ９１０円 

（エ）亡くなった日                １，９００円 

  ㉘ 入所前から計画的に退所に向けたサービス計画の策定、診療方針の決定を行った場合は、 

４５０円加算されます。                   【入所前後訪問指導加算】 

  ㉙ 退所時等に支援を行った場合は、下記の料金が加算されます。 

    （ア）試行的退所時指導      ４００円 

    （イ）退所時情報提供（ご自宅等へ退所の場合）       ５００円 

    （ウ）退所時情報提供（他の医療機関へ退所の場合）    ２５０円 

  ㉚ 入所期間が１月を超えて退所し居宅サービスを利用する場合、希望される居宅支援事業所 

に対し情報提供を行い退所後の調整を行った場合４００円加算されます。また、入所予定日 

前３０日以内又は入所後３０日以内に退所後に利用を希望される居宅支援事業所と連携し 

退所後の利用方針を決めた場合２００円加算されます。       【入退所前連携加算】 

㉛ 緊急時に所定の対応を行った場合、下記の料金が加算されます。 

    （ア）緊急時治療管理加算   １日 ５１８円（１月に３日を限度） 

    （イ）所定疾患施設療養費   １日 ４８０円（１月に１０日を限度） 

  ㉜ 介護職員の処遇改善を目的に、上記①から㉛までの合計に対し、３．９％加算されます。 

                                【介護職員処遇改善加算】 

㉝ 介護職員等の中で、技能・経験のある介護職員等に対し処遇改善を行うことを目的に、 

上記①～㉛までの合計に対し、２．１％加算されます。 【介護職員等特定処遇改善加算】 

  ㉞ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、介護職員等の収入を引き上げる 

ことを目的に①～㉛までの合計に対し、０．８％加算されます。 

【介護職員等ベースアップ等支援加算】 

  ㉟ 上記㉜～㉞については、令和 6年 5月 31 日までのものであり、令和 6年 6月 1 日から 

   一本化され①～㉛の合計に対し７．５％が代わりに加算されます。 

【介護職員等処遇改善加算】 
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㊱ 国家公務員の地域手当に準じ、当施設は７級地となり、上記①から㉞まで（令和 6年 6 

1 日からは①～㉛及び㉟）の合計に対し、地域区分として１.４％上乗せされます。 

 

（２）その他の料金（施設利用料） 

  ① 食費（１日当たり）   １,７７０円＊ 

（ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている 

食費の負担限度額が１日にお支払いただく食費の上限額となります。） 

② 居住費（療養室の利用費）（１日当たり） 

    ・多床室     ６１０円＊    ・個室    １,９３０円＊ 

（ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて 

いる居住費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限額となります。） 

＊上記①「食費」及び②「居住費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階から 

３段階まで）の利用者の自己負担額については、別添資料をご覧下さい。 

  ③ 特別な室料（１日当たり） 個室（１人部屋） １,０４５円 

④ 日用生活品費（１日当たり）   ２００円程度 

  ⑤ 教養娯楽費（１日当たり）    １５０円程度 

  ⑥ 洗濯代（１枚当たり）       ５５円 

  ⑦ 理美容代   ２,０００円 

（理・美容業者への取次ぎを致しますので、事前に事務室受付までお支払いください。） 

  ⑧ 健康管理費    実費 （予防接種を希望される場合にお支払いいただきます。） 
 

《短期入所療養介護サービスの利用料金》 

（１）基本料金（介護保険自己負担） 

※ １割の金額を記載しております。自治体より発行されている『介護保険負担割合証』 

の負担割合により乗じた額をご負担いただきます。 

① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なり 

ます。以下は１日当たりの自己負担分です。） 

   〈多床室ご利用の場合〉      〈個室ご利用の場合〉 

・要介護１   ８５２円    ・要介護１   ７７５円 

     ・要介護２   ９０２円    ・要介護２   ８２３円 

     ・要介護３   ９６６円    ・要介護３   ８８６円 

     ・要介護４  １,０１９円    ・要介護４   ９４０円 

     ・要介護５  １,０７４円    ・要介護５    ９９３円 

＊上記料金には基本の短期入所療養介護サービス費に加え以下の料金が含まれています。 

・介護福祉士を手厚く配置しサービス提供体制を強化しているものとして、サービス提供 

体制加算２２円。 

② 介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能において、入所者の在宅復帰率、 

ベッド回転率、専門職の人員配置、退所後の状況確認等に指標を用いて在宅復帰・在宅療養 

機能評価を行い、在宅復帰・在宅療養支援をより進めていると認められた場合、短期入所療 

養介護利用であっても上記料金に５１円加算されます。【在宅復帰・在宅療養支援機能加算】 

③ 医師の指導の下、療養食を提供した場合、１食８円加算されます。    【療養食加算】 

④ 入所時及び退所時に送迎を行った場合は、それぞれ１８４円加算されます。 【送迎加算】 

⑤ 認知症専門棟入所の場合は上記料金に７６円加算されます。     【認知症ケア加算】 
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⑥ 認知症に係る専門的研修を修了した職員を配置し専門的ケアの体制を整えているため、 

として３円加算されます。                   【認知症専門ケア加算】 

⑦ 利用者の口腔の状態を歯科医療機関及び介護支援専門員に情報共有した場合、１月あたり 

 １回を限度として５０円加算されます。            【口腔機能連携強化加算】 

⑧ 若年性認知症の方について個別に担当者を定め専門的ケアを行った場合（６５歳の誕生日 

の前々日まで）上記料金に１２０円加算されます。      【若年性認知症者受入加算】 

⑨ 治療管理を目的にサービスをご利用の場合は、１０日を限度として１日あたり２７５円 

加算されます。                        【総合医学管理加算】 

⑩ 個別にリハビリテーション計画を作成し、行った場合は個別リハビリテーション加算と 

して上記料金に１回につき２４０円加算されます。  【個別リハビリテーション実施加算】 

⑪ 要介護度４または５であって、厚生労働大臣の定める状態の方に対し、計画的に処置を 

行った場合は、１２０円加算されます。              【重度療養管理加算】 

  ⑫ 見守り機器等を導入し、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保等を継続的に行って 

おり、ＬＩＦＥを活用して厚生労働省に提出している場合、１月あたり１０円加算されます。 

 また、その成果が確認されており、介護助手等を活用している場合は１月あたり１００円 

加算されます。                 【生産性向上推進体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）】 

⑬ 緊急時に所定の対応を行った場合、下記の料金が加算されます。 

    （ア）緊急時治療管理加算   １日 ５１８円（１月に３日を限度） 

    （イ）緊急短期入所受入加算  １日  ９０円（１月に７日を限度） 

⑭ 介護職員の処遇改善を目的に、上記①から⑬までの合計に対し、３．９％加算されます。 

                              【介護職員処遇改善加算】 

  ⑮ 介護職員等の中で、技能・経験のある介護職員等に対し処遇改善を行うことを目的に、 

上記①～⑬までの合計に対し、２．１％加算されます。   【介護職員等特定処遇加算】 

  ⑯ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、介護職員等の収入を引き上げる 

ことを目的に①～⑬までの合計に対し、０．８％加算されます。 

【介護職員等ベースアップ等支援加算】 

  ⑰ 上記⑭～⑯については、令和 6年 5月 31 日までのものであり、令和 6年 6月 1 日から 

   一本化され①～⑬の合計に対し７．５％が代わりに加算されます。 

                               【介護職員等処遇改善加算】 

⑱ 国家公務員の地域手当に準じ、当施設は７級地となり、上記①～⑯まで（令和 6年 6月 

1 日からは①～⑬及び⑰）の合計に対し、地域区分として１.４％上乗せされます。 

 

（２）その他の料金（施設利用料） 

  ① 食費  朝食 ４２０円  昼食 ７２０円（おやつ代含む） 夕食 ６３０円 

   （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている食費

の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限額となります。） 

② 滞在費（療養室の利用費）（１日当たり） 

    ・多床室          ６１０円＊ 

    ・個室         １,９３０円＊ 

   （ただし、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている

滞在費の負担限度額が１日にお支払いいただく滞在費の上限額となります。） 

 

14 



＊ ①「食費」及び②「滞在費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階から３段階 

まで）の利用者の自己負担額については、別添資料をご覧下さい。 

  ③ 特別な室料（１日当たり） 

・個室（１人部屋）        １,０４５円 

④ 日用生活品費（１日当たり）    ２００円程度 

  ⑤ 教養娯楽費（１日当たり）     １５０円程度 

  ⑥ 洗濯代（１枚当たり）        ５５円 

  ⑦ 理美容代  ２,０００円 

（理・美容業者への取次ぎを致しますので、事前に事務室受付までお支払いください。） 

  ⑧ 健康管理費    実費 （予防接種を希望される場合にお支払いいただきます。） 

  ⑨ 通常の送迎地域外の送迎費（１kmにつき）   ５１円 

 

《介護予防短期入所療養介護サービスの利用料金》 

（１）基本料金（介護保険自己負担） 

※ １割の金額を記載しております。自治体より発行されています『介護保険負担割合証』 

の負担割合により乗じた額をご負担いただきます。 

① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なり 

ます。以下は１日当たりの自己負担分です。） 

   〈多床室ご利用の場合〉       〈個室ご利用の場合〉 

・要支援１    ６３５円     ・要支援１    ６０１円 

・要支援２    ７９６円     ・要支援２    ７４８円 

＊上記料金には基本の短期入所療養介護サービス費に加え以下の料金が含まれています。 

    ・介護福祉士を手厚く配置しサービス提供体制を強化しているものとして、サービス提供 

体制加算２２円。 

② 医師の指導の下、療養食を提供した場合、１食８円加算されます。    【療養食加算】 

③ 若年性認知症の方について個別に担当者を定め専門的ケアを行った場合（６５歳の誕生日 

の前々日まで）上記料金に１２０円加算されます。      【若年性認知症者受入加算】 

④ 個別にリハビリテーション計画を策定し、行った場合は個別リハビリテーション加算と 

して上記料金に１回につき２４０円加算されます。  【個別リハビリテーション実施加算】 

⑤ 入所時及び退所時に送迎を行った場合は、それぞれ１８４円加算されます。 【送迎加算】 

⑥ 見守り機器等を導入し、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保等を継続的に行って 

おり、ＬＩＦＥを活用して厚生労働省に提出している場合、１月あたり１０円加算されます。 

 また、その成果が確認されており、介護助手等を活用している場合は１月あたり１００円 

加算されます。                 【生産性向上推進体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）】 

⑦ 治療管理を目的にサービスをご利用の場合は、１０日を限度として１日あたり２７５円 

加算されます。                        【総合医学管理加算】 

⑧ 利用者の口腔の状態を歯科医療機関及び介護支援専門員に情報共有した場合、１月あたり 

 １回を限度として５０円加算されます。            【口腔機能連携強化加算】 

⑨ 緊急時に所定の対応を行った場合、１月に３日を限度として１日５１８円加算されます。 

                                 【緊急時治療管理加算】 

  ⑩ 介護職員の処遇改善を目的に、上記①から⑨までの合計に対し、３．９％加算されます。 

                              【介護職員処遇改善加算】 
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⑪ 介護職員等の中で、技能・経験のある介護職員等に対し処遇改善を行うことを目的に、 

   上記①～⑨までの合計に対し、２．１％加算されます。   【介護職員等特定処遇加算】 

  ⑫ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、介護職員等の収入を引き上げる 

ことを目的に①～⑨までの合計に対し、０．８％加算されます。 

【介護職員等ベースアップ等支援加算】 

⑬ 上記⑩～⑫については、令和 6年 5月 31 日までのものであり、令和 6年 6月 1 日から 

   一本化され①～⑨の合計に対し７．５％が代わりに加算されます。 

                               【介護職員等処遇改善加算】 

⑭ 国家公務員の地域手当に準じ、当施設は７級地となり、上記①から⑨まで（令和 6 年 6 月 

1 日からは①～⑨及び⑬）の合計に対し、地域区分として１.４％上乗せされます。 
 

（２）その他の料金（施設利用料） 

  ① 食費  朝食 ４２０円  昼食 ７２０円（おやつ代含む） 夕食 ６３０円 

   （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている 

食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限額となります。） 

② 滞在費（療養室の利用費）（１日当たり） 

    ・多床室          ６１０円＊ 

    ・個室         １,９３０円＊ 

   （ただし、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている

滞在費の負担限度額が１日にお支払いいただく滞在費の上限額となります。） 

＊ 上記①「食費」及び②「滞在費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階から 

３段階まで）の利用者の自己負担額については、資料をご覧下さい。 

  ③ 特別な室料（１日当たり） 

・個室（一人部屋）       １,０４５円 

④ 日用生活品費（１日当たり）   ２００円程度 

  ⑤ 教養娯楽費（１日当たり）    １５０円程度 

 ⑥ 洗濯代（１枚当たり）       ５５円 

  ⑦ 理美容代   ２,０００円 

（理・美容業者への取次ぎを致しますので、事前に事務室受付までお支払いください。） 

  ⑧ 健康管理費    実費  

   （インフルエンザ等の予防接種を希望される場合にお支払いいただきます。） 

  ⑨ 通常の送迎地域外の送迎費（１kmにつき）   ５１円 

 

《通所リハビリテーションサービスの利用料金》 

（１）基本料金（介護保険自己負担） 

※ １割の金額を記載しております。自治体より発行されている『介護保険負担割合証』 

の負担割合により乗じた額をご負担いただきます。 

  ① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用時間によって 

利用料が異なります。以下は１日当たりの自己負担分です。） 

〔１時間以上２時間未満〕 

     ・要介護１                ３９６円 

     ・要介護２                ４２５円 

・要介護３                ４５６円 
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・要介護４                ４８５円 

・要介護５                ５１７円 

＊上記料金には基本の施設サービス費に加え以下の料金が含まれています。 

   ・配置基準を超えてリハビリスタッフを配置しているため、理学療法士等体制強化加算 

として３０円 

〔２時間以上３時間未満〕 

     ・要介護１                ３８０円 

     ・要介護２                ４３６円 

・要介護３                ４９４円 

・要介護４                ５５１円 

・要介護５                ６０８円 

 

〔３時間以上４時間未満〕 

     ・要介護１                ４８３円 

     ・要介護２                ５６１円 

・要介護３                ６３８円 

・要介護４                ７３８円 

・要介護５                ８３６円 

〔４時間以上５時間未満〕 

     ・要介護１                ５４９円 

     ・要介護２                ６３７円 

・要介護３                ７２５円 

・要介護４                ８３８円 

・要介護５                ９５０円 

〔５時間以上６時間未満〕 

     ・要介護１                ６１８円 

     ・要介護２                ７３３円 

・要介護３                ８４６円 

・要介護４                ９８０円 

・要介護５              １，１１２円 

〔６時間以上７時間未満〕 

     ・要介護１                ７１０円 

     ・要介護２                ８４４円 

・要介護３                ９７４円 

・要介護４              １，１２９円 

・要介護５              １，２８１円 

〔７時間以上８時間未満〕 

     ・要介護１                ７５７円 

     ・要介護２                ８９７円 

・要介護３              １，０３９円 

・要介護４              １，２０６円 

・要介護５              １，３６９円 
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  ② 入浴代 ・介助による場合             ４０円（１回につき） 

    ＊利用時間帯によっては入浴サービスを提供できない場合があります。 

  ③ サービス提供体制を強化しているものとして厚生労働大臣が定める基準により、上記料金 

にサービス提供体制加算として２２円加算されます。 

④ ご自宅と施設との間の送迎を行わない場合、片道につき４７円を減算されます。 

⑤ リハビリテーション専門職が、通常よりも手厚く配置しているため、各ご利用時間に合わ 

せて、リハビリテーション提供体制加算として、ご利用毎に下記の料金を加算いたします。 

・３時間以上４時間未満     １２円 

    ・４時間以上５時間未満     １６円 

    ・５時間以上６時間未満     ２０円 

    ・６時間以上７時間未満     ２４円 

    ・７時間以上          ２８円 

⑥ 中重度の要介護者を受け入れる体制が整った場合、中重度ケア体制加算として２０円加算 

されます。 

  ⑦ リハビリを必要とする疾患が原因で入院・入所した病院若しくは診療所又は介護保険施設 

から退院・退所後又は、認定日より３月以内に１回１１０円加算されます。 

  ⑧ 認知症の方に対し、通所開始から３か月以内に集中的にリハビリテーションを実施した 

場合、週２日を限度として１回につき２４０円加算されます。 

    （但し、⑧及び⑨は同時に加算しません） 

  ⑨ 若年性認知症の方について個別に担当者を定め専門的ケアをおこなった場合、（６５歳の 

誕生日の前々日まで）１日６０円加算されます。 

  ⑩ 栄養アセスメントを実施し、栄養改善サービスをＬＩＦＥの活用にて行った場合１月に 

５０円が加算されます。 

  ⑪ 利用開始時及び利用中６か月ごとに栄養状態を文書で、担当の介護支援専門員と共有 

   した場合、６か月に１回５円加算されます。 

⑫ 口腔機能向上サービスを実施した場合１月に２回まで１５０円が加算されます。また、 

ＬＩＦＥを活用した場合１０円加算されます。 

⑬ 要介護度３、４または５であって、厚生労働大臣の定める状態の方に対し、計画的に処置 

を行った場合は、１日１００円加算されます。 

 ⑭ 利用者のＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の症状その他の心身の状況等に係る基本 

的な情報を厚生労働省に提出し、計画の見直し等に活用した場合１月４０円加算されます。 

⑮ 介護職員の処遇改善を目的に、上記①から⑭までの合計に対し、４．７％加算されます。 

  ⑯ 介護職員等の中で、技能・経験のある介護職員等に対し処遇改善を行うことを目的に、 

上記①～⑭までの合計に対し、２．０％加算されます。 

  ⑰ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、介護職員等の収入を引き上げる 

ことを目的に①～⑭までの合計に対し、１．０％加算されます。 

⑱ 上記⑮～⑰については、令和 6年 5月 31 日までのものであり、令和 6年 6月 1 日から 

   一本化され①～⑭の合計に対し８．６％が代わりに加算されます。 

                               【介護職員等処遇改善加算】 

⑲ 国家公務員の地域手当に準じ、当施設は７級地となり、上記①から⑱までの合計に対し、 

地域区分として１.７％上乗せされます。 
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（２）その他の料金（施設利用料） 

① 食費  朝食 ４２０円  昼食 ７２０円（おやつ代含む） 夕食 ６３０円 

※原則として食堂でお召し上がりいただきます。なお、通所リハビリテーション利用 

時間帯によっては、食事の提供ができないことがあります。 

  ② 日用生活品費（１日当たり）   １００円程度 

  ③ 教養娯楽費（１日当たり）    １５０円程度 

  ④ 洗濯代（１枚当たり）       ５５円 

  ⑤ 理美容代   ２,０００円 

（理・美容業者への取次ぎを致しますので、事前に事務室受付までお支払いください。） 

  ⑥ 健康管理費    実費 （予防接種を希望される場合にお支払いいただきます。） 

  ⑦ オムツ等     実費 
 

《介護予防通所リハビリテーションサービスの利用料金》 

（１） 基本料金（介護保険負担料） 

※ １割の金額を記載しております。自治体より発行されている『介護保険負担割合証』 

の負担割合により乗じた額をご負担いただきます。 

  ① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なり 

ます。以下は１月当たりの自己負担分です） 

     ・要支援１    ２，０５３円   ‣要支援２    ３，９９９円 

    ＊利用時間帯によっては入浴サービスを提供できない場合があります。 

  ② サービス提供体制を強化しているものとして厚生労働大臣が定める基準により、上記料金 

が加算されます。 

 ・要支援１…１月当たり  ８８円  ・要支援２…１月当たり １７６円 

③ 利用開始後１２か月を超えた場合 

   ・要支援１…１月当たり －１２０円  ・要支援２…１月あたり  －２４０円 

  ただし、ＬＩＦＥを活用して厚労省に情報提供を行っている場合は減算しません。 

④ 低栄養状態の改善を目的とし、居宅を訪問し栄養食事相談等の栄養管理を実施した場合、 

1月に１５０円が加算されます。 

  ⑤ 口腔機能の向上を目的とした口腔清掃の指導若しくは実施又は、摂食・嚥下機能に関する 

訓練の指導若しくは実施した場合１月に１５０円が加算されます。また、ＬＩＦＥを活用し 

た場合１６０円加算されます。 

  ⑥ ④及び⑤のサービスを月２回以上行った場合は、④⑤に代えて４８０円加算されます。 

⑦ 若年性認知症の方について個別に担当者を定め専門的ケアを行った場合（６５歳の誕生日 

の前々日まで）１月に２４０円加算されます。 

  ⑧ 介護職員の処遇改善を目的に、①から⑦までの合計に対し、４．７％加算されます。 

⑨ 介護職員等の中で、技能・経験のある介護職員等に対し処遇改善を行うことを目的に、 

上記①～⑦までの合計に対し、２．０％加算されます。 

  ⑩ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、介護職員等の収入を引き上げる 

ことを目的に①～⑦までの合計に対し、１．０％加算されます。 

⑪ 上記⑧～⑩については、令和 6年 5月 31 日までのものであり、令和 6年 6月 1 日から 

   一本化され①～⑦の合計に対し８．６％が代わりに加算されます。 

  ⑫ 国家公務員の地域手当に準じ、当施設は７級地となり、上記①から⑪までの合計に対し、 

地域区分として１.７％上乗せされます。 
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（２）その他の料金（施設利用料） 

① 食費  朝食 ４２０円  昼食 ７３０円（おやつ代含む） 夕食 ６３０円 

※原則として食堂でお召し上がりいただきます。なお、サービスの利用時間帯によっては、

食事の提供ができないことがあります。 

  ② 日用生活品費（１日当たり）   １００円程度 

  ③ 教養娯楽費（１日当たり）    １５０円程度 

  ④ 洗濯代（１枚当たり）       ５５円 

  ⑤ 理美容代   ２,０００円 

（理・美容業者への取次ぎを致しますので、事前に事務室受付までお支払いください。） 

  ⑥ 健康管理費    実費 （予防接種を希望される場合にお支払いいただきます。） 

  ⑦ オムツ等     実費 

 

４．支払い方法 

・原則として毎月５日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の１５日までにお支払 

いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

 ・お支払い方法は、現金にて事務室受付までお願い致します。また、お支払いをされる方が遠方

の場合は、ご相談ください。 
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＜別紙３＞ 

個人情報の利用目的 

（令和６年４月１日現在） 

 

ケア・ステージ氏家では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている

個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔当施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －入退所等の管理 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

 －当施設において作成される機関紙「コスモスだより」、ホームページ、ＳＮＳ等へ 

の写真の掲載 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 

※厚生労働省への情報提供（ＬＩＦＥの活用）は匿名化した情報が送られるため、個人情報を 

収集するものではないのでご安心ください。 
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＜別紙４＞ 
 

「苦情申出窓口」の設置について 
 

本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整え、苦情解決責任者、苦情受付担当者及

び第三者委員を下記のように設置し、苦情解決に努めておりますのでお知らせいたします。 

 

記 

１．苦情受付担当者   松本 一寛 〔事務長〕 

２．苦情解決責任者   松村  茂 〔理事長〕 

３．第三者委員     野村 正子 ０２８（６８２）９３７０ 

 

４．苦情解決の方法 

 （１）苦情の受付 

     苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三 

者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

 （２）苦情受付の報告・確認 

     苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者と必要に応じ第三者委員（苦情申出人

が第三者委員への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員は内容を確

認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

 （３）苦情解決のための話し合い 

     苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際 

    苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 

     なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 

      ア．第三者委員による苦情内容の確認 

      イ．第三者委員による解決案の調整、助言 

      ウ．話し合いの結果や改善事項等の確認 

 （４）その他 

     本事業所で解決できない苦情は、次の機関に申し立てることができます。 

      [第三者委員（さくら市社会福祉協議会 福祉活動専門委員）] 

〒329-1311 さくら市喜連川９０４ 

         ℡：028-686-2670 FAX：028-686-2423 

      [栃木県国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護サービス担当] 

       〒320-0033 宇都宮市本町１２－１１ 栃木会館内 

         ℡：028-643-2220 FAX：028-643-5411 

      [栃木県運営適正化委員会] 

       〒320-8508 宇都宮市若草１－１０－６ とちぎ福祉プラザ内 

         ℡：028-622-2941 FAX：028-622-2316 
 

[住所地の介護保険担当窓口] 

地区 市町村 担当課 住  所 電話番号 

県 
 

北 

さくら市役所 高齢課 
〒329－1392  

さくら市氏家 2771 
028-681-1155 

矢板市役所 高齢対策課 
〒329-2192 

矢板市本町 5番 4 号 
0287-43-3896 

塩谷町役場 福祉課 
〒329-2292 

塩谷郡塩谷町大字玉生 955-3 
0287-47-5173 
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地区 市町村 担当課 住  所 電話番号 

県 
 

北 

高根沢町役場 健康福祉課 
〒329-1292  

塩谷郡高根沢町大字石末 2053 番地 
028-675-8105 

大田原市役所 高齢者幸福課 
〒324-8641 

大田原市本町 1-3-1 
0287-23-8740 

那須塩原市役所 高齢福祉課 
〒325-8501 

那須塩原市共墾社 108 番地 2 
0287-62-7191 

那須町役場 保健福祉課 
〒329-3292 

那須郡那須町大字寺子丙 3-13 
0287-72-6910 

日光市役所 高齢福祉課 
〒321-1292 

日光市今市本町 1 番地 
0288-21-5100 

那須烏山市 健康福祉課 
〒321-0526 

那須烏山市田野倉 85-1 保健福祉ｾﾝﾀｰ内 
0287-88-7115 

那珂川町役場 健康福祉課 
〒324-0692 

那須郡那珂川町馬頭 409 
0287-92-1119 

県 
 
 

央 

宇都宮市役所 高齢福祉課 
〒320-8540 

宇都宮市旭 1 丁目 1-5 
028-632-2903 

上三川町役場 健康福祉課 
〒329-0696 

河内郡上三川町しらさぎ一丁目 1 番地 
0285-56-9102 

壬生町役場 健康福祉課 
〒321-0292  

下都賀郡壬生町壬生甲 3841-1 
0282-81-1830 

鹿沼市役所 介護保険課 
〒322-8601 

鹿沼市今宮町 1688-1 
0289-63-2283 

真岡市役所 いきいき高齢課 
〒321-4395 

真岡市荒町 5191 番地 
0285-83-8195 

益子町役場 高齢者支援課 
〒321-4293 

芳賀郡益子町大字益子 2030 番地 
0285-72-8852 

茂木町役場 保健福祉課 
〒321-3598 

芳賀郡茂木町大字茂木 155 番地 
0285-63-5603 

市貝町役場  長寿福祉課 
〒321-3493 

芳賀郡市貝町大字市塙 1280 番地 
0285-68-1113 

芳賀町役場  健康福祉課 
〒321-3392  

芳賀郡芳賀町大字祖母井 1020 
028-677-6015 

県 
 
 

南 

小山市役所 高齢いきがい課 
〒323-8686 

小山市中央町1丁目1-1保健福祉ｾﾝﾀｰ 3階 
0285-22-9541 

下野市役所 高齢福祉課 
〒329-0492 

下野市笹原 26 
0285-32-8904 

野木町役場   健康福祉課 
〒329-0195 

下都賀郡野木町大字丸林 571 
0280-57-4173 

栃木市役所 高齢介護課 
〒328-8686 

栃木市万町 9番 25号 
0282-21-2253 

足利市役所  元気高齢課 
〒326-8601 

足利市本城 3 丁目 2145 番地 
0284-20-2136 

佐野市役所 介護保険課 
〒327-8501 

佐野市高砂町 1番地 
0283-20-3022 
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《資料》 

「国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）」 
に該当する利用者等の負担額 

 

○ 利用者負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～第３段階の

利用者には負担軽減策が設けられています。 

 

○ 「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。あてはまると思われる方は 

住所地の介護保険担当窓口へ申請してください。認定された場合は「介護保険負担限度額認定証」

が発行されますのでお手元に届きましたら事務室までご持参ください。（「認定証」の提示がない

場合は「第４段階」の利用料をお支払いいただきます。「認定証」の有効期間に従い、過払いと

なった場合は精算いたします。） 

 

○ 利用者負担軽減策の対象となるのは次のような方です。 

【利用者負担第１段階】 

   生活保護を受けているか、世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者。 

   （預貯金等が 1,000 万円以下の場合。配偶者がいる場合は 2,000 万円以下の場合。） 

【利用者負担第２段階】 

   世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金収入額とその他の合計所得額が 80万円以下。 

   （預貯金等が 650 万円以下の場合。配偶者がいる場合は 1,650 万円以下の場合。） 

【利用者負担第３段階①】 

   世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金収入額とその他の合計所得額が 80万円超～120 

万円以下。（預貯金等が 550 万円以下の場合。配偶者がいる場合は 1,550 万円以下の場合。） 

【利用者負担第３段階②】 

   世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金収入額とその他の合計所得額が 120 万円超。 

（預貯金等が 500 万円以下の場合。配偶者がいる場合は 1,500 万円以下の場合。） 

○ 利用者負担第４段階の利用者の方であっても高齢者二人暮らし世帯など、施設入所の利用料を

負担することでご自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が認めた方は、利用者負担軽減策

の対象となる場合があります。 
 

○ その他詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。 
 
 

負担額一覧表（１日当たりの利用料）と当施設の基準費用額 
 

  
食 費 居住費（滞在費） 

長期入所 ショートステイ 個室 多床室 

利用者負担第１段階 ３００ ３００ 

４９０ 

０ 

利用者負担第２段階 ３９０ ６００ 

３７０ 利用者負担第３段階① ６５０ １，０００ 

１，３１０ 

利用者負担第３段階② １，３６０ １，３００ 

  

当施設の基準費用額 １，４４５ １，６６８ ３７７ 

      

（注）「当施設の基準費用額」は、実際にご負担戴く金額ではありません。 


